
※この判定フローは一般的な事例の目安であり、事前に
　宅地課に資料持参のうえ相談後、申請すること。
　　（各チェックリスト・事前相談時必要書類含む）

市街化調整区域における建築物の改築等（建替え）を行う際の許可要否判定フロー

敷地の変更

用途の変更※

規模の変更

新築

４３条許可
(50/100,10m)

(60/200)

新築

４３条許可
(50/100,10m)

改築（許可不要）

６０条証明
(50/100,10m)

(60/200)

有

無

有

無

既存の延べ面積の1.5倍以下
または135㎡以下
従前許可があるときは建蔽率等
がその立地基準の範囲内

既存の延べ面積の1.5倍超
かつ135㎡超

上限２倍まで

排水・擁壁基準への
適合

＜変更後の立地基準 有 ＞

・34条11号（駅から1km）、

・審査会付議基準14用途変更

・その他34条各号

開発行為有り

無

新築

２９条許可
(50/100,10m)

(60/200)

排水・擁壁基準への
適合

無

有

許可の履歴等

排水は

従前基準

※用途の変更とは以下の場合をいう

1.建物の用途の変更

許可された際の建物の用途を変更すること。許可された建物を他の立地基準に該当する建物として使用する場合にも適用される。

（例） ・専用住宅 ⇒ 店舗

・病院 ⇒ 社会福祉施設

・１号店舗コンビニ ⇒９号店舗コンビニ

・特別積合せ貨物運送事業用施設 ⇒ 一般貨物自動車運送事業の倉庫

・大規模流通業務施設（審査会基準第8-1） ⇒ 流通業務等の倉庫（審査会基準第8-2）

※自己用を非自己用にする場合は新規の２９条許可または４２条許可が必要となる。

（例） ・自己居住用専用住宅（34-11/自己用） ⇒ 賃貸用住宅（34-11/非自己用）

2.使用する人の変更

建物の使用者が限定されている許可で、その他の者（相続人を除く）が建物を使用する場合。

（例） ・農家住宅・分家・既存集落・既得権 ⇒ 一般住宅

3.規模の変更

予定建築物の延べ面積が、既存建築物の延べ面積の1.5倍または135㎡より大きくなる場合。

事前審査願い該当性

３３条技術基準への適合
※農家住宅等は適用除外の
ため、６０条証明(60/200)

＜チェックポイント＞

・既存建築物の許可の履歴（29条開発許可、43条建築許可、60条証明、既存宅地確認）

・前の許可要件で建蔽率等の制限の範囲内か

・建築確認（概要書）の履歴

・土地、建物登記簿、公図

・宅地開発許可等区域内（29条開発許可、旧宅法認可・条例宅開・審査会宅開区域）
・線引き時の航空写真 ↓ ↓

旧宅は60条 下線は新築時法43条許可

＜市街化調整区域は、34条立地基準への該当性＞２９条/４３条許可

・34条11号（駅から1km）、34条12号（既存建築物の増改築、分家住宅、条例宅開区域）、

・審査会付議基準（第3既存集落、第15線引き前宅地、審査会宅開区域）、
・29条1項2号農家住宅 →下線は新築時法４３条許可
→法施行規則６０条証明

立地基準適合

※当初２９条許可で完了公告済みの場合は４２条許可

立地基準適合

有

建築不可

無 無

有

※違反の場合、

是正必要


